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第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 この告示は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９８条の３第１項に規定

する監査基準について必要な事項を定めるものとする。 

第２章 一般基準 

（監査、検査、審査その他の行為の目的） 

第２条 法令の規定により監査委員が行うこととされている監査、検査、審査その他の行為

は、市の財務に関する事務の執行並びに市の経営に係る事業の管理及び事務の執行につい

ての適法性及び効率的かつ効果的な実施の確保に寄与することにより、住民の福祉の増進

に資することを目的とする。 

（監査等の目的） 

第３条 監査、検査、審査その他の行為のうち次の各号に掲げるもの（以下「監査等」とい

う。）は、当該各号に掲げる事項を目的とする。 

(1) 財務監査 財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理が法令に適合している

こと、正確であること、最少の経費で最大の効果を挙げるようにしていること並びにそ

の組織及び運営の合理化に努めていること。 

(2) 行政監査 事務の執行が法令に適合していること、正確であること、最少の経費で最

大の効果を挙げるようにしていること並びにその組織及び運営の合理化に努めているこ

と。 

(3) 財政援助団体等監査 補助金、交付金、負担金その他の財政的援助を与え、出資し、

借入金の元金若しくは利子の支払を保証し、信託し、又は公の施設の管理を行わせてい

る団体（第１９条第２項第１号ウにおいて「財政援助団体等」という。）におけるこれ

らの行為（以下この号及び同項第１号ウにおいて「財政的援助等」という。）に係る出

納その他の事務の執行が、当該財政的援助等の目的に沿って行われていること。 

(4) 決算審査 決算その他関係書類が法令に適合し、かつ、正確であること。 

(5) 例月出納検査 会計管理者、出納員その他の会計職員による現金の出納事務が正確に

行われていること。 



 

 

(6) 基金運用審査 基金の運用の状況を示す書類の計数が正確であること、及び基金の運

用が確実かつ効率的に行われていること。 

(7) 健全化判断比率等審査 健全化判断比率（地方公共団体の財政の健全化に関する法律

（平成１９年法律第９４号）第３条第１項に規定する健全化判断比率をいう。第１９条

第２項第１号キにおいて同じ。）及び資金不足比率（同法第２２条第２項に規定する資

金不足比率をいう。同号キにおいて同じ。）並びにそれらの算定の基礎となる事項を記

載した書類が法令に適合し、かつ、正確であること。 

２ 前項に定めるもののほか、法令の規定により監査委員が行うこととされている監査、検

査、審査その他の行為（監査等を除く。）については、法令の規定に基づき、及びこの告

示の趣旨を踏まえ、実施するものとする。 

（倫理規範） 

第４条 監査委員は、高潔な人格を維持し、誠実にその職務を遂行するものとする。 

（公正不偏の態度等） 

第５条 監査委員は、独立的かつ客観的な立場で公正不偏の態度を保持し、及び相当の注意

を払って、その職務を遂行するものとする。 

（専門性の向上等） 

第６条 監査委員は、その職務を遂行するため、自らの専門的な能力の向上及び知識の蓄積

を図るとともに、その専門性を維持し、及び確保するための研鑽に努めるものとする。 

２ 監査委員は、その職務がこの告示にのっとって遂行されるよう、監査委員の事務を補助

する職員に対し、地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関する専門

性の向上、知識の蓄積その他の研鑽に努めさせるとともに、当該職員を指揮監督するもの

とする。 

（監査調書の作成等） 

第７条 監査委員は、監査等の実施に関する計画、監査等の内容、判断の過程、証拠及び結

果その他の監査委員が必要と認める事項を記載した監査調書その他の書類を作成し、これ

を保存するものとする。 

（情報管理） 

第８条 監査委員は、監査等において取得し、又は作成した情報が漏えいしないよう、情報

の適切な管理のために必要な措置を講ずるものとする。 

２ 監査等において入手した個人情報については、個人情報の保護に関する法律（平成１５

年法律第５７号）及びこれに基づく条例その他関係規程に基づき、適切に取り扱うものと

する。 

（指導的な機能の発揮） 

第９条 監査委員は、監査等の目的を達成するため、監査等の対象となった部局その他の組

織に対し、助言、是正の求め等を行うことにより、適切に指導的な機能を発揮するものと



 

 

する。 

第３章 実施基準 

（監査計画） 

第１０条 監査委員は、監査等を効率的かつ効果的に実施することができるよう、リスク（

組織の目的の達成を阻害する要因をいう。次条において同じ。）の内容及び程度、過去の

監査等の結果及びこれに対する措置の状況等を総合的に勘案し、監査等の実施に関する計

画（以下この条及び第１３条において「監査計画」という。）を策定するものとする。 

２ 監査計画には、監査等の種類及び対象、その実施の時期及び体制その他必要な事項を記

載するものとする。 

３ 監査委員は、監査計画の前提として把握した事象若しくは状況が変化した場合又は監査

等の実施の過程で新たな事実を発見した場合には、必要に応じて、適宜、監査計画を修正

するものとする。 

（リスクの識別及び対応） 

第１１条 監査委員は、監査等の対象のリスクを識別し、その内容及び程度を検討した上

で、監査等を実施するものとする。 

（内部統制に依拠した監査等） 

第１２条 監査委員は、前条の規定による検討に当たっては、内部統制の整備及び運用の状

況について情報を収集した上で判断するものとする。 

２ 監査委員は、監査等の種類に応じ、内部統制に依拠する程度を適切に勘案して、これを

行うものとする。 

（監査等の実施手続） 

第１３条 監査委員は、監査等の実施に必要な証拠を効率的かつ効果的に入手するため、監

査計画に基づき、実施すべき監査等の手続を選択するものとする。 

（監査等の証拠の入手） 

第１４条 監査委員は、監査等の結果を形成するため、監査等に必要な証拠を入手するもの

とする。 

２ 監査委員は、前項の証拠を評価した結果、想定していなかった事象若しくは状況が生

じ、又は新たな事実を発見した場合は、適宜、監査等の手続を追加して、監査等に必要な

証拠を入手するものとする。 

（各種の監査等の有機的な連携及び調整） 

第１５条 監査委員は、監査等を行うに当たっては、各種の監査等が相互に有機的に連携し

て行われるよう、必要な調整を行うものとする。 

（情報の収集等） 

第１６条 監査委員は、他の地方公共団体の監査委員その他の者から、必要に応じて監査等

に関する情報を収集し、効果的かつ効率的な監査等の実施に努めるものとする。 



 

 

２ 前項に規定する者から得た情報は、その信頼性の程度を勘案した上で、活用の程度及び

方法を決定するものとする。 

（弁明、見解等の聴取）  

第１７条 監査委員は、監査等を実施した結果に基づいて指摘、意見、勧告等（以下この項

において「指摘等」という。）に関する報告の内容を決定しようとするときは、監査等の

対象となった部局その他の組織の長に対し、当該指摘等に関し弁明させ、又は見解を聴取

することができる。 

第４章 報告基準 

（監査等の結果に関する報告等の作成及び提出） 

第１８条 監査委員は、財務監査、行政監査又は財政援助団体等監査を行ったときは、その

結果に関する報告を作成し、これを議会、市長及び関係のある委員会又は委員に提出する

ものとする。 

２ 監査委員は、前項の報告に添えて、その意見を提出することができる。 

３ 監査委員は、第１項の報告のうち特に措置を講ずる必要があると認める事項について

は、当該措置を講ずべきことを勧告することができる。 

４ 監査委員は、例月出納検査を行ったときは、その結果に関する報告を作成し、これを議

会及び市長に提出するものとする。 

５ 監査委員は、決算審査、基金運用審査又は健全化判断比率等審査を行ったときは、その

意見を市長に提出するものとする。 

（監査等の結果に関する報告等への記載事項） 

第１９条 監査等の結果に関する報告等には、原則として、次に掲げる事項を記載するもの

とする。 

(1) 監査等がこの告示に定める基準に準拠して行われた旨 

(2) 監査等の種類 

(3) 監査等の対象 

(4) 監査等の着眼点及び評価項目 

(5) 監査等の実施内容 

(6) 監査等の結果 

(7) 前各号に掲げるもののほか、監査委員が必要と認める事項 

２ 監査等の結果には、次に掲げる事項を記載するものとする。 

(1) 次に掲げる監査等の区分に応じ、重要な点においてそれぞれに掲げる事項が認められ

るかどうかの別 

ア 財務監査 前項第１号から第５号までに掲げる事項のとおり監査した限りにおい

て、監査の対象となった事務が法令に適合していること、正確であること、最少の経

費で最大の効果を挙げるようにしていること並びにその組織及び運営の合理化に努め



 

 

ていること。 

イ 行政監査 前項第１号から第５号までに掲げる事項のとおり監査した限りにおい

て、監査の対象となった事務が法令に適合していること、正確であること、最少の経

費で最大の効果を挙げるようにしていること並びにその組織及び運営の合理化に努め

ていること。 

ウ 財政援助団体等監査 前項第１号から第５号までに掲げる事項のとおり監査した限

りにおいて、財政援助団体等における当該財政的援助等に係る出納その他の事務の執

行が、当該財政的援助等の目的に沿って行われていること。 

エ 決算審査 前項第１号から第５号までに掲げる事項のとおり審査した限りにおい

て、決算その他関係書類が法令に適合し、かつ、正確であること。 

オ 例月出納検査 前項第１号から第５号までに掲げる事項のとおり検査した限りにお

いて、会計管理者、出納員その他の会計職員による現金の出納事務が正確に行われて

いること。 

カ 基金運用審査 前項第１号から第５号までに掲げる事項のとおり審査した限りにお

いて、基金の運用の状況を示す書類の計数が正確であること、及び基金の運用が確実

かつ効率的に行われていること。 

キ 健全化判断比率等審査 健全化判断比率及び資金不足比率並びにそれらの算定の基

礎となる事項を記載した書類が法令に適合し、かつ、正確であること。 

(2) 前号に掲げるもののほか、監査委員が必要と認める事項 

３ 監査委員は、監査等を行った結果、是正又は改善が必要であると認められる事項がある

場合は、その内容を監査等の結果に記載するとともに、必要に応じて、監査等の実施の過

程で明らかとなった当該事項の原因その他の事項を記載するよう努めるものとする。 

（合議） 

第２０条 監査等のうち次に掲げるものについては、監査委員の合議による。 

(1) 監査の結果に関する報告（財務監査、行政監査及び財政援助団体等監査に係るものに

限る。以下同じ。）の決定 

(2) 監査の結果に関する報告に添える意見の決定 

(3) 監査の結果に関する報告に係る勧告の決定 

(4) 決算審査、基金運用審査又は健全化判断比率等審査に係る意見の決定 

２ 監査委員は、監査の結果に関する報告の決定について、各監査委員の意見が一致しない

ため前項の合議により決定することができない事項がある場合は、その旨及び当該事項に

ついての各監査委員の意見を、議会、市長及び関係のある委員会又は委員に提出するとと

もに、公表するものとする。 

（公表） 

第２１条 次に掲げる事項は、監査委員全員の連名で公表するものとする。 



 

 

(1) 監査の結果に関する報告の内容 

(2) 監査の結果に関する報告に添える意見の内容 

(3) 監査の結果に関する報告に係る勧告の内容 

（措置状況の公表等） 

第２２条 監査委員は、監査等の結果に関する報告を提出した者及び監査等の結果に関する

報告に係る勧告をした者から、当該結果に対する措置の内容について通知があったとき

は、当該措置の内容を公表するものとする。 

２ 監査委員は、前項に掲げる者に対し、適宜、監査等の結果に対する措置の状況について

報告を求めるよう努めるものとする。 

附 則 

この告示は、令和２年４月１日から施行する。 

附 則 

この告示は、令和５年４月１日から施行する。 

 


